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国
民
年
金
保
険
料

免
除・納
付
猶
予
の

申
請
を
受
付
し
ま
す

国
民
年
金
は
、
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の

す
べ
て
の
方
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。
保

険
料
を
納
め
続
け
る
こ
と
で
、
高
齢
に

な
っ
た
と
き
の
老
齢
基
礎
年
金
、
万
が
一

の
場
合
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

免
除
申
請　

前
年
の
所
得
が
少
な
い
方
や
失
業
な
ど

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
方
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
納
付
が

免
除
さ
れ
ま
す
。
免
除
申
請
は
、本
人・

配
属
者
・
世
帯
主
の
い
ず
れ
も
が
申
請

す
る
年
度
の
前
年
所
得
が
定
め
ら
れ
た

基
準
以
下
で
あ
る
場
合
な
ど
に
承
認
さ

れ
ま
す
。

納
付
猶
予　

５０
歳
未
満
で
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
に

よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

方
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
納
付
猶
予
の
所
得
基
準
額
は
、
全
額
免

除
と
同
じ
で
す
が
、
世
帯
主
の
所
得
を

除
き
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
の
み
で
審

査
さ
れ
ま
す
。

※
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
た

期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

た
め
の
資
格
要
件
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

受
け
取
る
年
金
額
は
少
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
の
資
格
要
件
に
も
算
入
さ
れ
ま
す
。

手
続
き　

次
の
書
類
を
お
持
ち
の
う
え
、
国
保
年

金
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
継

続
申
請
者
は
除
く
）。

◇
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
写
真
付
き
の
も
の
）

◇
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
の
写
し
（
失
業
に
よ
り
特
例
で
申
請

さ
れ
る
方
の
み
）

※
７
月
分
以
降
の
申
請
は
７
月
１
日
㈪
か

ら
受
付
し
ま
す
。

問
合
わ
せ　

国
保
年
金
課　
☎
８４-

０
６
５
３

所得基準額・受取年金額
免除
段階 所 得 基 準 額 受取

年金額
全額
免除

（扶養親族数＋１）×３５万円 
＋３２万円

２分の１が
反映

３/４
免除

８８万円＋扶養親族等控除額 
＋社会保険料控除額等

８分の５が
反映

半額
免除

１２８万円＋扶養親族等控除額 
＋社会保険料控除額等

８分の６が
反映

１/４
免除

１６８万円＋扶養親族等控除額 
＋社会保険料控除額等

８分の７が
反映

※納付猶予は年金額に反映されません。

国民健康保険に加入している方へ
ページ番号 1001793　【問合わせ】国保年金課　☎ 84-0651

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
事前に認定証を医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。入院な

ど高額な支払いが予想される場合は、国保年金課で申請してください。
※既に認定証を使用している方も、８月から使用するには、更新の申請をする必要があります。
※国民健康保険税に滞納がある方は、認定証の交付ができない場合があります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度
額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。

申請対象者　半田市国民健康保険に加入しており、次のいずれかに該当する方
◆７０歳未満の方
◆７０歳以上の方のうち３割負担で住民税課税所得が６９０万円未満の世帯の方
◆７０歳以上の方のうち２割負担で住民税非課税世帯の方

※�７０歳以上の方のうち、３割負担で住民税課税所得が６９０万円以上の方と、２割負担で住民税課税の方は、高齢受給者証
が認定証を兼ねますので申請の必要はありません。
手続きに必要なもの
◆国民健康保険証 ※�前年度より引き続き認定証の交付を希望される方は、今まで使用

していた認定証もお持ちください。◆世帯主のマイナンバー確認書類

７０歳～７４歳の方へ高齢受給者証を郵送します
８月以降に使用できる「高齢受給者証」を７月末までに郵送します。
高齢受給者証には医療機関での自己負担割合が記載されています。医療機関には、保険証と高齢受

給者証をあわせて提示してください。
新しい高齢受給者証　白色 ※�令和７年７月３１日までに７５歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日

の前日が有効期限になります。有効期限　令和７年７月３１日

ページ番号 1001786

https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/nenkin/1001832/1001833.html
https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/kenkohoken/1001790/1001791/1001793.html
https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/kenkohoken/1001784/1001786.html

